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１ 背景 

 B 型肝炎訴訟の和解協議に必要な診断書の発行については，検査の専門性や正確な病態把握の必要

性に鑑み，各都道府県において選定した肝疾患専門医療機関においてなされることとされている。 

都道府県が選定した肝疾患専門医療機関については，厚生労働省が「肝疾患に関する専門医療機関

一覧」を作成して，周知をしているところである。 

 

 肝疾患専門医療機関は，原則として以下の条件を満たす者として各都道府県に設置される肝炎対策

推進協議会により選定される医療機関とされている。（「肝疾患に関する診療体制及び肝疾患患者に対

する支援体制の整備について」平成 29年 3月 31日付健発 0331第 8号厚生労働省健康局長通知） 

（１）専門的な知識を持つ医師（日本肝臓学会や日本消化器病学会の専門医等）による診断（活動度

及び病気を含む）と治療方針の決定が行われていること。 

（２）肝炎患者の病態に応じた抗ウイルス療法を適切に選択及び実施し，治療後のフォローアップで

きること。 

（３）肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できること 

 

２ 広島県の状況 

これまで広島県として，県内のネットワーク専門医療機関（34 医療機関）を上記条件に該当する医

療機関として厚生労働省に報告していた。 

しかし，ネットワーク専門医療機関以外の専門医療機関（別紙）においても，上記の条件を満たし

た診療が実施されている状況である。 

 

３ 今後の方針案 

ネットワーク専門医療機関以外の専門医療機関においても条件を満たした診療が実施されているた

め，ネットワーク専門医療機関以外の専門医療機関も「県において選定した肝疾患専門医療機関」と

して国に報告し，原告の利便性を高める。 

なお，新たに報告の対象とする医療機関には文書で趣旨を通知する。
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